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会長インフォメーション
PRESIDENT INFORMATION

会長：津野 友邦

事務所：〒540-0001　大阪市中央区城見2丁目2番22号
　　　　ホテルモントレ　ラ・スール大阪
電話：06-6937-8171 ファックス：06-6937-8011
例会日：毎週火曜日　12時30分／例会場：ホテルモントレ ラ・スール大阪
会長：津野友邦／幹事：稲垣良二／SAA：須田幸史朗
電子メール：rcosatrm@cf.mbn.or.jp
ホームページ：https://rc-osaka-tsurumi.jp/

大阪鶴見ロータリークラブテーマ 「 クラブ存続のための会員増強～次の10年に向けて～」

（2ページに続く）

水と衛生月間

先日、面白い技術の話を聞く機会があったのでご
紹介したいと思います。
ダンプトラックとかショベルカー等、建設現場の
重機を自動化してAIで自動連携する技術を持った会
社が注目されています。
Sefe AI（セーフエーアイ）という会社で、残念なが
ら日本の会社ではなくて、シリコンバレーが本社の会
社です。センサーとAI技術の組み合わせで、重機同
士が、掘った土を別の重機に移したり、それを運ぶ
等、自動連携します。大型施設とか道路とか採掘現
場などの土木の現場に現状は対応しているようです。
利用する企業サイドのポイントは、24時間365日
の無人の労働力ということで、人材不足の解消、人
件費コスト抑制、安全性・効率性がアップすると言
われています。
もう一つのミソは、今現在動いている現場の大型

車両等にこの会社の自律走行ハードウェアとソフト
ウェアを後付けできるという点、最新の車両を購入
する必要がなくコストが軽減できるようです。
そのことをこの会社のHPでは「大型車の自律運
転はもはや必然です。しかし、一つのメーカーだけ
に縛られる必要はありません。SafeA Iのレトロ
フィット技術とAIを搭載したソフトウェアにより、ど
んな過酷な環境下でも、建設現場や採掘現場に既
にある車両とオペレーションを、自律化した資産に
変えることができます。」と表現しています。
日本の大林組はこの会社に出資していて、実際
に実験も行われ、昨年に建設現場で自律走行車両
のデモを実施しています。ネットの記事で大林組の
方は、「私たちは、建設業界の未来はオフロードの
自律性にかかっていると確信しており、SafeAIとの
提携により、安全性、持続性、生産性に大きな影

君が代・四つのテスト 冬の星座

〈第1780回〉 2023年3月7日（火） 本年度第25回

担当：田中（英）会員

最近のМ＆Ａ事情について！
…売る時、買う時に気を付ける事！大手も滅茶苦茶です！ クラブフォーラム（国際奉仕部門）

担当：鳥居会員

3月14日（火）

イマジンロータリー



（１ページより）

4/8に次年度地区研修・協議会が開催されます。
該当する次年度役員・委員長の方は出席をお願い
します。
3/25はIM３組RDが寝屋川RCホストで開催され
ます。次年度は大阪鶴見がホストですので、出来る
だけ現地での参加をお願いします。先週は地区で
のIMRD説明会がありました。開催に向けてのスケ
ジュール・やるべきことの説明がありました。皆さん
今後のご協力をお願いします。
春のカイツブリ会について、5/20土曜日で計画し
ます。皆さんのご参加をよろしくお願いします。

※第１順位（子）、第２順位（両親）、第３順位（兄弟
姉妹）、配偶者は常に相続人
※戸籍で確認　現在の戸籍には載らない相続人が
いる。
※父親、母親が被相続人のとき、子を調査。生れた
ときから今までの戸籍を取寄せる。両親の前婚で
の子、認知した子、養子がいるかいないか。

響を与えるこの技術を日本で実現するために全力
を尽くしています」とコメントを出しています。
今の日本にピッタリで是非取り組んで欲しい、少
子高齢化で建設現場の人員不足や人件費アップは
大きな課題です。せっかく進化圧がかかっているの
に、技能実習生の制度を整備して外国人労働者を
呼び込むということだけではなく、最先端技術を取
り込んだり研究したりして人不足日本を乗り越えて
進化を遂げて欲しいと思いました。

中 村 会 員 結婚記念日のプレゼント有難うござ
いました。来年も頂ける様頑張りま
す。

水 間 会 員 本日、”アレ”の当番です。
宜しくお願いします。

￥6,000.-　　累計　￥458,000.-

￥16,000-　　　　累計　￥109,000.-

源　壽美子 秀島　博規、　稲垣　良二

3月3日 　赤井　基純、　3月21日　山崎　修一
3月22日　山本　隆一、　3月26日　覚野　廣久

3月3日 　広瀬　芳和、　3月3日 　  西野　政治
3月27日　田中　英司、　3月27日　浮舟　邦彦

各会員

◆誕生日

◆結婚記念日

◆ホームクラブ10回連続

◆事業所創立日

37年 浮舟　邦彦、　　14年 津野　友邦
13年 鳥居　和久

◆在籍年数

幹事報告 幹事：稲垣 良二

今月の表彰とお祝い

卓 話

累計：￥1,032,834.-

￥7,500.-ライトミール振替2月

担当：水間会員

遺留分損害額請求

１ 法定相続人



担当：鳥居会員

2月28日【1779回】

会員数　 　 　 　 2 5 名

（内出席規定免除  9名）

出席会員   16名中 10名

出席免除会員  9名中  5名 

出 席 率 15/21  71.43%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 0名

出席総数　　　　 15名

前々回  2/7 Ｍ/Ｕ0名

修正出席率 15/18 195.65%

※父親死亡、子は二人で子の一人が父親より先に
死亡。相続権者は誰か。死亡した子の子（孫）が相
続権を持つ。孫も死んだらどうなるか。再代襲相
続もある。
※兄弟姉妹も代襲相続はあるが、再代襲相続はない。

□死亡時に被相続人が所有している財産　　　　
□死亡時に被相続人が所有していなかったとして
も対象となる財産
　特別受益　共同相続人に対する遺贈、贈与（婚
姻、生計の資本）
　特別受益として相続財産に持ち戻す。但し持戻免
除の意思表示あり。　
　（配偶者への居住用財産の贈与は持戻免除の意
思の推定規定）
□生前に共同相続人が通帳から勝手に引出したお金
　特別受益ではない。しかし損害賠償債権等は遺
産である。認めた場合は遺産として分割。認めな
かった場合は訴訟（不法行為、不当利得）

配偶者と子（1/2：1/2） 子が複数のときは頭割り。
配偶者と親（2/3：1/3）。
配偶者と兄弟姉妹（3/4：1/4）

２ 代襲相続

３ 法定相続分 配偶者、子、両親、祖父母。
代襲相続人も請求可。兄弟姉妹は請求不可。

８ 遺留分を請求できる相続人

共同相続人 遺贈、10年以内の贈与。
先ず受遺者、次に受贈者。

９ 誰に、何を請求できるのか

配偶者、子は法定相続分の1/2。
両親、祖父母は、法定相続分の1/3

10 遺留分の割合

自らの遺留分が侵害されたことを知ってから1年間
11 請求権行使期間

減殺請求権（旧法）は遺留分権利者に不動産でも
金銭でも渡せた。貰った財産に応じて相続税を支払う。
侵害額請求権（新法）は法分上金銭債権と明記。
金銭を渡すしかない。遺留分権利者は金銭を貰っ
たとして相続税が課税される。金銭の代わりに不動
産を渡した場合は、相続税の外に、遺留分権利者は
相続で不動産を取得したのではなく、売買、代物弁
済で取得したものとして不動産の売主に譲渡所得
税が課税される（そんなんメチャクチャやんけー）。

12 遺留分侵害額請求権（新）と
      遺留分減殺請求権（旧）（髙乘馬）

遺言書を表に出さないときはいけるでしょう。
表に出てしまうといけるかどうか、分かりません。

13 新法下で、旧法の税金でいけるか？

相続人の誰かに多い目にやりたい、全部をやりたい。
遺産分割より優先自筆証書遺言　全文自筆、
日付、署名捺印。目録は印字で可。
デメリット　家裁での検認
本人の直筆ではない、騙したり、脅迫された、認知
で判断能力なく無効、内容が不明確
公正証書遺言　手続、内容について殆ど争えない。

６ 遺言書

相続財産の一定割合の取得を絶対的に保障する
制度。
遺贈、贈与があったため相続する財産が遺留分
を下回ったとして請求。

７ 遺留分

両親の世話をどう考えるか。
・・裁判所は配慮しない。

寄与分・・・ 事業への労務提供、療養看護で
遺産の維持、増加に寄与

特別寄与分・・・ 相続人でない親族が療養看護
で寄与

４ 遺産分割の方法

５ 遺産分割の対象となる相続財産




